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つ
い
て
は
引
き
続
き
税
額
控
除
が
で

き
る
。

�
�
��

�
�
�
�
	


�
�

�

��

�
�
�
�
�
�
�
��
	


�
�
�
�

　

老
人
保
健
事
業
特
別
会
計
の
整
理

に
よ
り
、
一
般
会
計
か
ら
繰
り
出
し

て
い
た
２
０
９
万
８
千
円
が
不
要
に

な
っ
た
た
め
に
減
額
す
る
も
の
。
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平
成　

年
度
か
ら
平
成　

年
度
ま

21
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で
の
介
護
保
険
計
画
の
中
で
１
号
被

保
険
者
の
保
険
料
を
定
め
、
年
間
６

億
円
程
度
の
保
険
料
を
い
た
だ
い
て

い
る
が
、
今
回
介
護
給
付
費
が
確
定

し
た
た
め
、
そ
の
差
額
１
、
５
９
９

万
９
千
円
を
積
み
立
て
る
も
の
。
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公
共
下
水
道
整
備
費
７
２
３
万
６

千
円
の
減
額
に
つ
い
て
は
、
物
件
等

移
転
補
償
費
を
減
額
す
る
も
の
。
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市
立
幼
稚
園
に
就
園
す
る
４
歳
児

及
び
５
歳
児
の
保
護
者
で
所
得
の
低

い
方
に
対
す
る
入
園
料
・
授
業
料
の

減
免
に
つ
い
て
、
今
回
国
の
補
助
限

度
額
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、

小
郡
市
の
限
度
額
を
改
正
す
る
も
の
。
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先
に
施
行
し
た
小
郡
市
暴
力
団
等

排
除
条
例
第
６
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

公
共
施
設
の
利
用
に
関
し
て
関
係
条

例
の
一
部
を
改
正
し
、
整
理
を
行
う

も
の
。
市
内　

施
設
の
利
用
排
除
の

28

規
定
の
中
に
「
小
郡
市
暴
力
団
等
排

除
条
例
第
２
条
第
１
号
に
規
定
す
る

暴
力
団
等
の
活
動
に
利
す
る
お
そ
れ

の
あ
る
」
と
い
う
文
言
を
追
加
す
る

も
の
。
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乳
幼
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業
体
制

整
備
事
業
が
平
成　

年
度
か
ら
児
童

23

虐
待
防
止
対
策
緊
急
強
化
事
業
に
移

さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
県
に
対
し
、

同
事
業
に
よ
る
必
要
備
品
と
し
て
家

庭
訪
問
用
の
公
用
車
等
を
補
助
申
請

し
て
い
た
が
、
そ
の
決
定
通
知
が

あ
っ
た
た
め
に
補
正
す
る
も
の
。
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